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平成３０年１２月２１日
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１．決定概要

平成３１年度道路関係予算においては、

・復興道路・復興支援道路等の緊急整備等による東日本大震災からの早期

復旧・復興や熊本地震、平成３０年７月豪雨、平成３０年台風第２１号

等の被災地の復旧・復興

・道路施設の老朽化対策、防災・震災対策や雪害対策、代替性の確保のた

めの道路ネットワークの整備、無電柱化、生活道路・通学路、踏切、自

転車の安全対策や高速道路における安全対策等による国民の安全・安心

の確保

・物流ネットワークの整備などによる力強く持続的な経済成長の実現

・道の駅やスマートＩＣ等の活用による拠点の形成及び道路ネットワーク

による地域や拠点間の連携確保などによる豊かな暮らしの礎となる地域

づくりの実現

に重点的に取り組む。

あわせて、重要インフラの緊急点検結果等を踏まえ、「国民経済・生活を

支える重要インフラ等の機能維持」の観点から、特に緊急に実施すべきハ

ード・ソフト対策について、２０２０年度までの３年間で集中的に実施す

る。
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＜平成３１年度道路関係予算総括表＞

※補助事業には、個別補助制度創設等に伴う社会資本整備総合交付金からの移行分があり、社会資本整備総合

交付金からの移行分を含まない場合は国費995億円[対前年度比1.02]である。

※この他に、防災・安全交付金(国費13,173億円［対前年度比1.18］(臨時・特別の措置を除く場合 国費10,406億円

［対前年度比0.94］))、社会資本整備総合交付金（国費8,713億円［対前年度比0.98］（臨時・特別の措置を除く場合

国費8,364億円［対前年度比0.94］））があり、地方の要望に応じて道路整備に充てることができる。上記には、

防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）及び社会資本整備総合交付金（交通拠点連携集中支援事業

（国債義務額等））を含む。

※防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）は、無電柱化推進計画（2018年度～2020年度）に基づく事業の

進捗を図るため、地方公共団体による無電柱化の整備を計画的かつ重点的に支援するもの。

※この他に、東日本大震災からの復旧・復興対策事業（国費1,744億円［対前年度比0.83］）がある。また、東日本大

震災からの復旧・復興対策事業として社会資本整備総合交付金（国費1,226億円［対前年度比1.28］）があり、地方

の要望に応じて道路整備に充てることができる。

注１．上記の他に、行政部費（国費9億円）がある。

注２．直轄事業の国費には、地方公共団体の直轄事業負担金(3,093億円(臨時・特別の措置を除く場合 2,957億円))を含む。

注３．四捨五入の関係で、表中の計数が一致しないところがある。

（単位：億円）

H31決定額
（Ａ）

前年度
（Ｂ）

倍率
（Ａ／Ｂ）

直轄事業 15,718         15,562         1.01

改築その他 10,728         10,719         1.00

維持修繕 3,811          3,683          1.04

諸費等 1,179          1,160          1.02

補助事業 1,965          974             2.02

地域高規格道路、IC等アクセス道路その他 1,106          756             1.46

大規模修繕・更新 213             65              3.29

除雪 108             104             1.04

連続立体交差事業 490             -                皆増

補助率差額 48              49              0.97

有料道路事業等 175             141             1.24

小計（①） 17,858         16,677         1.07

290             -                皆増

26              590             -                

合計 18,173         17,267         1.05

（臨時・特別の措置を含む場合）

1,489          -                皆増

19,346         16,677         1.16

防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）

社会資本整備総合交付金（交通拠点連携集中支援事業（国債義務額等））

防災・減災、国土強靱化のための緊急対策 （②）

小計（①＋②）
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２．復興関係

国費１,７４４億円

※社会資本整備総合交付金は除く

復興道路・復興支援道路は、被災地復興のリーディングプロジェクトと

して、復興まちづくりを支援するため、早期整備を推進。

３．防災・減災、国土強靱化のための３ヵ年緊急対策（別紙１）

臨時・特別の措置：国費１,４８９億円

※社会資本整備総合交付金は除く

重要インフラの緊急点検結果等を踏まえ「国民経済・生活を支える重要

インフラ等の機能維持」の観点から、法面・盛土対策など、特に緊急に実

施すべきハード・ソフト対策について、２０２０年度までの３年間で集中

的に実施する。

４．道路分野における個別補助制度の創設・拡充

地域の防災力の強化やインフラの老朽化対策の推進、交通連携の推進等

のため、地方公共団体が実施する道路事業に対して、計画的・集中的に支

援を実施する個別補助制度を創設・拡充する。

（参考１）道路分野における個別補助制度の創設・拡充

○ 大規模修繕・更新補助制度の対象事業の要件緩和

〇 空港・港湾等のアクセス道路整備等の個別補助制度の創設

○ 連続立体交差事業の個別補助制度の創設

（参考２）個別補助制度の創設等に伴う社会資本整備総合交付金からの移行

[H30] 

補助事業 974億円 補助事業（既存分） 995億円[1.02]
交付金からの移行分 970億円

[H31] 

補助事業 計 1,965億円[2.02]補助事業 計 974億円
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５．高速道路の機能強化の加速（別紙２）

財政融資１．０兆円

昨年度に引き続き、財政投融資を活用して、①暫定２車線区間の機能強

化による防災・減災対策、②生産性向上のための新名神高速道路の６車線

化、を行うものである。

（参考）財投活用により想定される事業

○ 暫定２車線区間の機能強化による防災・減災対策

・「重要インフラの緊急点検」の結果を踏まえ、防災・減災対策のための暫定２車線

区間における４車線化等の実施

〇 生産性向上のための新名神高速道路の６車線化

・新名神高速道路の亀山西ジャンクションから大津ジャンクションの区間などの

６車線化の実施

：２０２２年度から順次開通見込み

※上記の他、渋滞等を考慮し、枚方トンネルなど付加車線を設置

６．新規制度

＜個別補助制度等の創設・拡充＞

○大規模修繕・更新補助制度の対象事業の要件緩和

予防保全型の管理への移行に向けた、地方公共団体が管理する大規模な橋

梁等の老朽化対策を計画的かつ集中的に支援するため、大規模修繕・更新補

助制度における事業要件を緩和する。

都道府県・政令市 事業費 修繕 [現行]１０億円以上 → [見直し] ５億円以上

更新 [現行]５０億円以上 → [見直し]３５億円以上

市区町村 事業費 修繕 [現行] ３億円以上 → [見直し] １億円以上

○空港・港湾等のアクセス道路整備等の個別補助制度の創設

交通拠点連携を図り、物流の効率化など生産性向上に資する空港・港湾等

へのアクセス道路や国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網として指定する

「重要物流道路」の整備について計画的かつ集中的に支援するための個別補

助制度を創設する。
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○連続立体交差事業の個別補助制度の創設

道路と鉄道の交差部が連続する鉄道の一定区間を高架化または地下化する

ことで、交通の円滑化と分断された市街地の一体化による都市の活性化に資

する連続立体交差事業について計画的かつ集中的に支援するための個別補助

制度を創設する。

○防災・安全交付金（無電柱化推進計画支援事業）の創設

防災・安全交付金において、無電柱化推進計画支援事業を設け、無電柱化

推進計画（2018～2020年度）に定めた目標（約1,400kmの無電柱化着手）の

確実な達成を図るため、同目標に係る地方公共団体による無電柱化の整備を

計画的かつ重点的に支援するものである。

○ＰＦＩ手法を活用した無電柱化のための国庫債務負担行為の拡充

無電柱化を推進するため、電線共同溝整備(直轄)において、民間技術やノ

ウハウ、資金の活用を図るために、整備後の維持管理も含めてＰＦＩ手法を

活用する場合について、現行の１５箇年以内を３０箇年以内で国庫債務負担

行為を設定できるよう制度を拡充するものである。

（参考）公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体において道路の適正な管理を推進するため、補助事業や社会

資本整備総合交付金事業と一体として実施される地方単独事業（長寿命化事

業）に対する地方財政措置の対象事業の拡充（橋梁 等）を行うものである。※

※橋梁は、一定の規模以下のものに限る。
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防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
３
カ
年
緊
急
対
策
（
道
路
関
係
）

土
砂
災
害
等
の
危
険
性
が
高
く
、
社
会
的

影
響
が
大
き
い
箇
所
約
2
,0
0
0
箇
所
に
つ

い
て
、
土
砂
災
害
等
に
対
応
し
た
道
路
法

面
・
盛
土
対
策
、
土
砂
災
害
等
を
回
避
す

る
改
良
や
道
路
拡
幅
な
ど
の
緊
急
対
策
を

概
ね
完
了
。

冠
水
発
生
の
恐
れ
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、

道
路
（
約
1
,2
0
0
箇
所
）
及
び
ア
ン
ダ
ー

パ
ス
部
等
（
約
2
0
0
箇
所
）
の
排
水
能
力

向
上
の
た
め
排
水
施
設
の
補
修
等
の
緊
急

対
策
を
概
ね
完
了
。

越
波
・
津
波
の
危
険
性
の
あ
る
約
8
0
箇
所

に
つ
い
て
、
消
波
ブ
ロ
ッ
ク
整
備
等
の
越

波
防
止
対
策
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
に
よ

る
越
波
・
津
波
に
係
る
緊
急
対
策
を
概
ね

完
了
。

耐
震
対
策
未
実
施
の
橋
梁
約
6
0
0
箇
所
※
1
、

道
の
駅
約
3
0
箇
所
※
2
に
つ
い
て
、
耐
震

補
強
に
係
る
緊
急
対
策
を
概
ね
完
了
。

救
急
活
動
や
人
流
・
物
流
等
に
大
き
く
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
踏
切
約
2
0
0

箇
所
に
つ
い
て
、
長
時
間
遮
断
時
に
優
先

的
に
開
放
す
る
踏
切
へ
の
指
定
等
や
踏
切

の
立
体
交
差
化
等
の
緊
急
対
策
を
実
施
。

う
ち
、
約
2
0
箇
所
に
お
い
て
期
間
内
に

立
体
交
差
化
を
完
了
。

停
電
に
よ
り
情
報
が
遮
断
さ
れ
管
理
上
支
障

が
生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
道
路
施
設
約
1
,6
0
0

箇
所
※
１
、
道
の
駅
約
8
0
箇
所
※
２
等
に
つ
い

て
、
無
停
電
設
備
（
発
動
発
電
機
、
蓄
電

池
）
の
整
備
等
の
緊
急
対
策
を
概
ね
完
了
。

道
路
上
で
の
車
両
滞
留
の
発
生
を
踏
ま

え
、
大
規
模
な
車
両
滞
留
リ
ス
ク
の
あ

る
約
7
0
0
箇
所
に
つ
い
て
待
避
場
所
等

の
ス
ポ
ッ
ト
対
策
や
除
雪
車
増
強
の
体

制
強
化
等
の
緊
急
対
策
を
概
ね
完
了
。

既
往
最
大
風
速
が
一
定
程
度
以
上
で
、

電
柱
倒
壊
の
危
険
性
の
高
い
市
街
地
の

緊
急
輸
送
道
路
の
区
間
（
約
1
万
ｋ
m
）

に
お
い
て
、
災
害
拠
点
へ
の
ア
ク
セ
ス

ル
ー
ト
で
事
業
実
施
環
境
が
整
っ
た
区

間
約
1
,0
0
0
k
m
に
つ
い
て
、
無
電
柱
化

を
実
施
。

＜
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
＞

※
１
：
緊
急
輸
送
道
路
上
の
橋
梁
の
内
、
今
後
3
0
年
間
に

震
度
6
以
上
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
が
2
6
％
以
上

の
地
域
に
あ
り
、
事
業
実
施
環
境
が
整
っ
た
橋
梁

※
２
：
地
域
防
災
計
画
に
位
置
づ
け
が
あ
り
、
耐
震
対
策

未
実
施
の
道
の
駅

＜
除
雪
機
械
の
増
強
＞

○
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
緊
急
点
検
結
果
等
を
踏
ま
え
「
国
民
経
済
・
生
活
を
支
え
る
重
要
イ
ン
フ
ラ
等
の
機
能
維
持
」
の
観
点
か
ら
、

特
に
緊
急
に
実
施
す
べ
き
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
対
策
に
つ
い
て
、
２
０
２
０
年
度
ま
で
の
３
年
間
で
集
中
的
に
実
施
す
る
。

＜
連
続
立
体
交
差
事
業
＞

＜
単
独
立
体
交
差
事
業
＞

＜
無
停
電
装
置
＞

＜
自
家
発
電
装
置
＞

＜
排
水
施
設
＞

＜
排
水
ポ
ン
プ
＞

＜
法
面
法
枠
工
＞

＜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
＞

＜
消
波
・
根
固
ブ
ロ
ッ
ク
＞

＜
橋
梁
の
耐
震
対
策
＞

＜
道
の
駅
の
耐
震
対
策
＞

＜
電
柱
倒
壊
に
よ
る
道
路
閉
塞
＞

落
石
発
生
箇
所

＜
危
険
箇
所
を
回
避
す
る

ミ
ニ
バ
イ
パ
ス
＞

＜
電
柱
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
＞

直
轄
国
道

補
助
国
道

都
道
府
県
道

市
町
村
道

緊
急
輸
送
道
路

：市
街
地
（
用
途
地
域
）

：既
往
日
最
大
風
速
が

20
m

/s
未
満
の
エ
リ
ア
（自
治
体
）

：住
居
地
域
（住
居
系
用
途

地
域
）

凡
例

：電
線
類
地
中
化
実
施
区
間

：非
住
居
地
域
（
非
住
居
系

用
途
地
域
）

：既
往
日
最
大
風
速
が

20
m

/s
以
上

28
m

/s
未
満
の
エ
リ
ア

（自
治
体
）

：既
往
日
最
大
風
速
が

40
m

/s
未
満
の
エ
リ
ア
（自
治
体
）

：既
往
日
最
大
風
速
が

28
m

/s
以
上

40
m

/s
未
満
の
エ
リ
ア

（自
治
体
）

停
電
・
節
電

※
１
：
事
前
通
行
規
制
区
間
内
等
に
あ
る
道
路
施
設
で

無
停
電
設
備
が
未
設
置
な
箇
所
等

※
２
：
地
域
防
災
計
画
に
位
置
づ
け
が
あ
り
、
無
停
電
設
備

が
未
整
備
な
道
の
駅

耐
震

越
波
・
津
波

冠
水

法
面
・
盛
土

踏
切

豪
雪

無
電
柱
化

（
注
）
道
の
駅
及
び
踏
切
以
外
の
『
箇
所
』
の
計
上
方
法
に
つ
い
て
は
、
路
線
別
に
都
道
府
県
毎
の
区
間
を
1
箇
所
と
し
て
い
ま
す
。

別
紙
１
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＜
金

利
負

担
軽

減
の

活
用

等
＞

昨
年

度
に

引
き

続
き

、
財

政
投

融
資

を
活

用
し

て
、

➀
暫
定
２
車
線
区
間
の
機
能
強
化
に
よ
る
防
災
・
減
災
対

策
、

➁
生
産
性
向
上
の
た
め
の
新
名
神
高
速
道
路
の
６
車
線
化

を
行

う
。

財
政

融
資

1
.0

兆
円

の
追

加

7
,0

0
0
億

円
の

金
利

負
担

の
軽

減
⇒

 債
務

引
受

余
力

の
増

大

高
速

道
路

会
社

：
投

資
余

力
が

増
大

（
財

投
活

用
に

よ
る

整
備

箇
所

）
○

暫
定

２
車

線
区

間
に

お
け

る
４

車
線

化
等

の
実

施
○

新
名

神
(亀

山
西

JC
T
～

大
津

JC
T
)の

６
車

線
化

高
速
道
路
の
機
能
強
化
の
加
速

＜
事

業
(例

)＞

ダ
ブ

ル
連

結
ト

ラ
ッ

ク
や

ト
ラ

ッ
ク

隊
列

走
行

の
実

現
を

見
据

え
、

新
名

神
の

６
車

線
化

に
よ

る
生

産
性

向
上

重
要

イ
ン

フ
ラ

の
緊

急
点

検
を

踏
ま

え
、

防
災

・
減

災

対
策

の
た

め
の

暫
定

２
車

線
区

間
に

お
け

る
４

車
線

化
等

橋
梁

（
6
車

線
完

成
部

）
【
亀

山
西

J
C

T
～

大
津

J
C

T
の

現
況

】

【
凡

例
】

供
用

中

事
業

中

【
暫

定
４

車
線

⇒
 ６

車
線

化
】

L
=
4
1
km

※
上

記
の

他
、

渋
滞

等
を

考
慮

し
、

枚
方

ト
ン

ネ
ル

な
ど

付
加

車
線

を
設

置

暫
定

２
車

線
区

間
（

有
料

）
の

う
ち

、
対

面
通

行
区

間
[約

1
,6

0
0
km

]

緊
急

点
検

を
踏

ま
え

た
、

土
砂

災
害

等
の

危
険

性
の

高
い

箇
所

で
４

車
線

化
等

2
0
2
2
年

度
か

ら
順

次
開

通
見

込
み

別
紙
２
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